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助成の概要（1）
１ 申請受付期限
平成２２年７月３０日（金）（消印有効）
（予算の範囲内で実施するため、予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。）

２ 申請対象者
受信障害対策共聴施設の管理者（※）受信障害対策共聴施設の管理者（※）

（※）有線テレビジョン放送法・有線電気通信法の規定に基づく申請者・届出者又はその者から委任を受けた者。なお、共聴組合
（渡し切り補償契約により利用者側に施設が譲渡されている場合等を想定）も含みます。
ただし、国や地方公共団体等を除きます。

３ 対象事業３ 対象事業
（１）受信障害対策共聴施設のデジタル化改修

建築物等の影響により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設をデジタル化対応に改修するも
の。

（２）受信障害対策共聴施設の新設（ ）受信障害 策 聴施設 新設

アナログ放送とデジタル放送の送信所が異なるなどにより、建築物等の影響による地上デジタルテレビ放送の難視聴が生じる地
域において、当該放送の難視聴解消を目的として、新たに共聴施設を設置するもの。
ただし、当該地域に対して地上デジタルテレビ放送が開始された後に建築物等が設置されたことに起因する場合を除きます。

（３）ケーブルテレビへの移行

（１）又は（２）において対象としている共聴施設又は地域に対し、有線テレビジョン放送施設への置換又は設置により地上デジタ
ルテレビ放送の再送信を視聴可能とするもの。
ただし、それぞれ、当該施設をデジタル化対応のために改修した場合や、共聴施設を新設した場合より安価な場合に限ります。

４ 助成金額
地上デジタル放送対応に不可欠な施設の設置 置換等に要する総経費に対して以下の額を助成します地上デジタル放送対応に不可欠な施設の設置、置換等に要する総経費に対して以下の額を助成します。
（１）（３）の場合：１／２の額 （２）の場合：２／３の額

５ お問い合わせ、助成金申請先
総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）
制度詳細について：http://www digisuppo jp/index php/infocenter/donation/p/1/制度詳細について：http://www.digisuppo.jp/index.php/infocenter/donation/p/1/
デジサポの連絡先：０５７０－０９３－７２４（平日9:00～18:00）
（助成金申請は、各都道府県のデジサポで受け付けます。）
各都道府県のデジサポ：http://www.digisuppo.jp/index.php/infocenter/donation/centerlist/ 1



助成の概要（2） 助成対象の一部追加
 受信障害対策共聴施設のデジタル化対応助成金について、

①アナログ放送とデジタル放送の送信所が異なるなどにより、新たに建造物等による受信障害
が生じる地域でケーブルテレビによりデジタル放送を視聴できるようにする場合

②ケーブルテレビ移行時の既設共聴撤去費 を追加

ケーブルテレビ移行により不要となった
共聴施設の撤去費を助成対象に追加。
（デジタル化工事に不可欠な撤去については２１年度も対象）

②ケーブルテレビ移行時の既設共聴撤去費 を追加。

共聴施設の
改修・新設

ケーブル
テレビ移行（*）

（デジタル化工事に不可欠な撤去については２１年度も対象）

助成メニュー

状況

アナログ放送を共聴施
設で視聴し、デジタル放
送でも、障害が継続する
場合

H２１当初～
（助成率１／２）

H２１補正～
（助成率１／２）

改修

場合

上記以外で、デジタル放
送で、新たに建造物等
による受信障害が生じ
る地域の場合

H22拡大
（助成率１／２）

H２１補正～
（助成率２／３）

新設

る地域の場合 （助成率１／２）

撤去費を含める、含めないにかかわらず、ケーブルテレビにより
デジタル放送を視聴できるようにするための経費全体が、施設を
改修または設置する場合 り安価 ある とが条件となります
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改修または設置する場合より安価であることが条件となります。

（＊）ケーブルテレビへの移行に係る補助対象には契約料等（導入に伴う初期費用）は
含まれますが、移行後の維持管理費（利用料金）は含まれません。



助成の概要（3） 共聴施設の改修又はケーブルテレビへの移行

 総経費を加入世帯数で割った額を「経費単価（世帯当たりの経費）」として説明すると、下図のように助
成が行われ、助成金総額は助成の単価×加入世帯数となります。

 例えば、加入世帯数が10で総経費が100万円であったとすると、世帯当たりの経費は10万円ですが、
これを2分した5万円を助成し 総額では50万円の助成となりますこれを2分した5万円を助成し、総額では50万円の助成となります。

 新たに建築物等による受信障害が生じる地域でケーブルテレビによりデジタル放送を視聴できるよう
にする場合も同様に１／２の助成となります。

１０万円１０万円

５万円

５万円 同額２．５万円

同額

助成

２万円

２．５万円

５万円
同額

施設管理者及び施設利
用者（受信者）側の負担

経費単価（世帯当たりの経費）

５万円 １０万円２万円
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助成の概要（4） 共聴施設の新設

 総経費を加入世帯数で割った額を「経費単価（世帯当たりの経費） 」として説明すると、下図のように
助成が行われ、助成金総額は助成の単価×加入世帯数となります。

 例えば、加入世帯数が10で総経費が150万円であったとすると、世帯当たりの経費は15万円ですが、
そ を助成 総額 は 助成となりますその2/3の10万円を助成し、総額では100万円の助成となります。

 新たに建築物等による受信障害が生じる地域でケーブルテレビによりデジタル放送を視聴できるよう
にする場合は、２／３ではなく１／２の助成となります。

１５万円

９万円

６万円

１０万円
（２／３）

助成

６万円
（２／３）

３万円
３万円
（１／３）

５万円
（１／３）施設管理者及び施設利

用者（受信者）側の負担

4経費単価（世帯当たりの経費）

９万円 １５万円３万円

用者（受信者）側 負



助成対象となる基本的要件と施設

 助成が認められる基本的要件

・ 共聴施設の改修、設置又はケーブルテレビへの移行について、必要な関係者の同意が得られていること。

・ 工事の内容について、次の事項に照らして妥当なものであること。

有効性 ： 建造物等の影響による難視聴解消を目的として実施され 助成によりその実施の促進‐有効性 ： 建造物等の影響による難視聴解消を目的として実施され、助成によりその実施の促進
が見込まれるものであること。

‐公平性 ： 難視聴解消を図るために適正な価格の工事であること。

‐経済性 ： 有線テレビジョン放送施設への置換又は設置をする場合に要する経費（※）は、受信障
害対策共聴施設の改修又は設置をする場合に要する経費よりも低いこと害対策共聴施設の改修又は設置をする場合に要する経費よりも低いこと。

・ 共聴施設の改修、設置又はケーブルテレビへの移行に必要な経費のうち、助成金給付額を除く残りの経
費の確保に関して裏付けがあること。

※ケーブルテレビへの移行に係る補助対象には契約料等（導入に伴う初期費用）は含まれますが、移行後の維持管理費（利用料金）は含まれません。※ケ ブルテレビへの移行に係る補助対象には契約料等（導入に伴う初期費用）は含まれますが、移行後の維持管理費（利用料金）は含まれません。

 助成対象施設における留意点

ブ ビ（共聴施設の改修又はケーブルテレビへの移行の場合）
次に該当する場合は対象となりません。

・ 有線テレビジョン放送法（*1）または有線電気通信法の規定（*2）による届出等がなされていない施設

なお 届出等がなされていない場合 助成の対象となるためには 申請前に届出等を行う必要がありますなお、届出等がなされていない場合、助成の対象となるためには、申請前に届出等を行う必要があります。
届出等については、総合通信局等にお問い合わせください。 （*1） ： 第3条及び第12条、 （*2） ： 第3条

また、国や地方公共団体等が保有する施設は対象外です。

5



助成を受けるための手続き(1)

 助成制度を利用するためには、まず共聴施設の管理者（有線テレビジョン放送法・有線電気通信法の規定に
基づく申請者・届出者またはその者から委任を受けた者）と受信者との間の協議による共聴施設の改修、設
置又はケーブルテレビへの移行の意思決定（①）が必要です。置 移行 決定（①） 要 す。

 工事業者等から見積り等を取得（②）した上で、施設管理者（施設保有者や共聴組合等）から、当
該施設が設置されている各都道府県のデジサポへ、所定の様式により申請（③）します。

デジサポ

本紙に記載の手続きのほか、施設の設置・改修・
廃止の場合には、有線テレビジョン放送法、有線
電気通信法等に基づく手続きが必要になります。

デジサポ

③助成金交付の申請等

④デジサポが申請受付、申請内容の
審査、交付決定等を実施

施設管理者
①施設の改修 設置又はケー

③助成金交付の申請等

工事業者
ブ ビ事業者等

施設利用者
受信者

①施設の改修、設置又はケ
ブルテレビへの移行の実施につ
いて合意を形成

②工事見積もり、各種提出資料
の作成協力等

⑤工事施工（※）
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ケーブルテレビ事業者等 （受信者）

（※）工事完了後、デジサポへの実績報告書の提出が必要。
助成金は、デジサポにおける実績報告書の審査後に交付。



助成を受けるための手続き(2)

 申請にあたっては以下の書類の提出が必要です。

助成金交付申請書

（助成事業の概要記載を含む）（助成事業の概要記載を含む）

添付資料

(1) 施設の改修、設置又はケーブルテレビ移行に要する経費の見積書

(2) 工事概要書(2) 工事概要書

(3) 申請に関して関係者の同意を得ていることを示す書類等（※）

(4) 共聴施設の許可（整理）番号付設置届の写し（共聴施設を新設する場合を除く）

（※）共聴組合における決議書等、施設加入者の代表者と施設管理者の覚書等を添付すること。（※）共聴組合における決議書等、施設加入者の代表者と施設管理者の覚書等を添付すること。

改修経費を施設管理者が全額負担する場合に限って、施設加入者との同意書類の添付は不要。

 申請書の受理後、審査が行われ、助成金交付が認められると、申請者に対して交付決定通知がなされます。これを受けて、

当該施設の工事を実施していただくことになります。

 工事完了後、「実績報告書」の提出をお願いします。この実績報告書の審査を経て、助成金が給付されることになります。

 具体的な申請書類、報告書類等、詳細は下記連絡先にご照会ください。

＜デジサポ助成金相談窓口＞ ０５７０－０９３－７２４ （平日 ９：００～１８：００）

＜助成金交付要綱 申請書式＞ デジサポホ ムペ ジ＜助成金交付要綱、申請書式＞ デジサポホームページ

http://www.digisuppo.jp/index.php/infocenter/donation/p/1/

＜申請書の受付＞ 各県デジサポ http://www.digisuppo.jp/index.php/infocenter/donation/centerlist/
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助成金給付までの流れ

デジサポ 施設管理者
工事会社

ケーブル事業者等

施設改修・設置・ケーブル移行の発意施設改修 設置 ケ ブル移行の発意

工事見積依頼

助成金交付申請

工事設計

申請書受理 見積助成金交付申請申請書受理

審査・交付決定 設備変更申請（届）（＊）

見積

工事発注 工事実施

工事完了確認・費用支払

実績報告実績報告書受理

審査・判定

交付額決定

助成金給付

額の確定通知の受領

助成金受領
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＊ 設備変更届については、工事の開始の日の２週間前までに提出が必要。
（上記フローでは、交付決定の後に申請することを想定したフローを示しているが、必ずしもその順序に限定されない。）
無線共聴施設の設置の場合には、別途手続が必要となります。詳細は総合通信局等へお問い合わせください。



助成事務のタイムテーブル

 助成事業のスケジュール

申請受付期限 平成２２年７月３０日（金）（消印有効）

なお、予算の範囲内で実施するため、予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。

 申請書受理から助成金交付決定までと、実績報告受理から助成金支給までのタイムテーブルの目
安は以下の通りです。受付期間に十分間に合うように留意してください。

工事実施期間
標準
1か月

15日以内
標準
1か月

申
交
付

実
績 助

着
工

工
事
完申

請
書
受
理

付
決
定
通
知

績
報
告
書
受

助
成
金
給
付

完
了

理
知

受
理

付

9


